
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

二

七

二

号

北
朝
鮮
有
事
に
お
け
る
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

272



北
朝
鮮
有
事
に
お
け
る
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

北
朝
鮮
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
核
実
験
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
実
験
を
受
け
、
政
府
は
有
事
の
対
処
法
の
周
知
に
乗
り
出
し
て

い
る
が
、
実
際
に
は
態
勢
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
平
成
十
七
年
に
策
定
し
た
「
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本

指
針
」
（
以
下
、
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
弾
道
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
の
場
合
」
、
対
策
本
部
長
で
あ
る
都
道
府
県
知

事
は
、
「
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
の
兆
候
を
事
前
に
察
知
で
き
る
場
合
に
は
」
、
「
迅
速
に
避
難
措
置
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
発
射
さ
れ
た
段
階
で
攻
撃
目
標
を
特
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
攻
撃
目
標
が
判
明

し
た
場
合
で
も
、
極
め
て
短
時
間
で
我
が
国
に
着
弾
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
と
と
も
に
、
弾
頭
の
種
類
に
よ
り
対
応
が
大
き

く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
対
策
本
部
長
は
、
当
初
は
屋
内
避
難
を
指
示
す
る
も
の
と
し
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
着
弾
後
に
、
被
害
状
況

を
迅
速
に
把
握
し
た
上
で
、
弾
頭
の
種
類
に
応
じ
た
避
難
措
置
の
指
示
を
行
う
も
の
」
と
し
て
、
「
屋
内
避
難
を
行
わ
せ
る
際

に
は
、
関
係
機
関
は
、
で
き
る
だ
け
近
傍
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
等
の
堅
ろ
う
な
施
設
や
建
築
物
の
地
階
、
地
下
街
、
地
下
駅

舎
等
の
地
下
施
設
に
避
難
さ
せ
る
」
と
示
し
て
い
る
。

こ
の
基
本
指
針
の
運
用
に
関
し
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

基
本
指
針
で
は
、
「
対
策
本
部
長
は
、
当
初
は
屋
内
避
難
を
指
示
す
る
も
の
と
し
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
着
弾
後
に
、
被
害
状

一



況
を
迅
速
に
把
握
し
た
上
で
、
弾
頭
の
種
類
に
応
じ
た
避
難
措
置
の
指
示
を
行
う
も
の
」
と
し
て
、
「
屋
内
避
難
を
行
わ
せ

る
際
に
は
、
関
係
機
関
は
、
で
き
る
だ
け
近
傍
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
等
の
堅
ろ
う
な
施
設
や
建
築
物
の
地
階
、
地
下
街
、

地
下
駅
舎
等
の
地
下
施
設
に
避
難
さ
せ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
東
京
都
知
事
が
指
定
す
る
避
難
施
設
は
、
東
京
都
内
だ
け

で
も
三
千
カ
所
超
に
上
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
実
数
は
ど
の
程
度
な
の
か
。
ま
た
東
京
都
の
公
表
す
る
昼
間
人
口
は
、
千

五
百
五
十
八
万
人
（
平
成
二
十
五
年
三
月
公
表
の
も
の
）
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
昼
間
人
口
に
対
し
て
十
分
な
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
日
本
全
国
に
お
い
て
も
、
基
本
指
針
で
い
う
と
こ
ろ
の
避
難
施
設
は
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い

る
の
か
。

三

産
経
新
聞
の
報
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
首
都
圏
で
地
下
鉄
を
運
行
す
る
東
京
地
下
鉄
（
東
京
メ
ト
ロ
）
も
、
「
国
か
ら
ど
う

い
う
避
難
指
示
が
出
る
か
分
か
ら
ず
、
駅
の
利
用
を
前
提
に
し
た
避
難
行
動
は
検
討
し
て
い
な
い
」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い

る
が
、
政
府
が
東
京
地
下
鉄
を
含
め
て
、
駅
の
利
用
を
前
提
と
し
た
避
難
計
画
を
、
公
共
交
通
機
関
を
運
営
す
る
企
業
と
こ

れ
ま
で
協
議
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
具
体
的
な
避
難
計
画
を
策
定
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
の
か
。

四

北
朝
鮮
有
事
に
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
着
弾
を
想
定
し
た
避
難
設
備
の
確
保
を
公
共
施
設
や
地
方
自
治
体
な
ど
に
義
務
づ
け
る

二



法
令
は
整
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

五

四
に
関
連
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
令
の
整
備
は
政
府
内
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

六

基
本
方
針
で
は
、
「
核
爆
発
に
伴
う
熱
線
、
爆
風
等
に
よ
る
直
接
の
被
害
を
受
け
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
対
策
本
部
長

は
、
攻
撃
当
初
の
段
階
は
、
爆
心
地
周
辺
か
ら
直
ち
に
離
れ
、
地
下
施
設
等
に
避
難
し
、
放
射
性
ヨ
ウ
素
に
よ
る
体
内
汚
染

が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
安
定
ヨ
ウ
素
剤
を
服
用
す
る
な
ど
の
指
示
を
す
る
こ
と
と
し
、
一
定
時
間
経
過
後
、
放
射
線
の
影
響

を
受
け
な
い
安
全
な
地
域
に
避
難
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」
等
と
規
定
し
て
い
る
が
、
政
府
は
、
国
家
機
能
が
集
中
す
る
東
京

二
十
三
区
内
に
お
い
て
、
現
在
、
核
シ
ェ
ル
タ
ー
は
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

七

基
本
指
針
で
は
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
着
弾
に
対
し
て
、
「
で
き
る
だ
け
近
傍
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
等
の
堅
ろ
う
な
施
設

や
建
築
物
の
地
階
、
地
下
街
、
地
下
駅
舎
等
の
地
下
施
設
に
避
難
さ
せ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
か
か
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
物
ま
た
は
地
下
施
設
が
ど
の
程
度
の
抗
堪
性
を
備
え
て
い
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
た
め
の
技
術
的
な
設
計

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
存
在
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


